
○
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
後
援
団
体
等
の
政
治
活
動
に
関
す
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
総
数
等
）

（
後
援
団
体
等
の
政
治
活
動
に
関
す
る
立
札
及
び
看
板
の
類
の
総
数
等
）

第
百
十
条
の
五

法
第
百
四
十
三
条
第
十
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
立

第
百
十
条
の
五

法
第
百
四
十
三
条
第
十
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
立

札
及
び
看
板
の
類
の
総
数
は
、
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う

札
及
び
看
板
の
類
の
総
数
は
、
公
職
の
候
補
者
若
し
く
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う

と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
職
の
候
補
者
等

と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
職
の
候
補
者
等

」
と
い
う
。
）
一
人
に
つ
き
又
は
同
一
の
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
法
第
百
九
十
九

」
と
い
う
。
）
一
人
に
つ
き
又
は
同
一
の
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
法
第
百
九
十
九

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
後
援
団
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
援
団
体
」
と

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
後
援
団
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
援
団
体
」
と

い
う
。
）
の
全
て
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

い
う
。
）
の
す
べ
て
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。

一

略

一

略

二

公
職
の
候
補
者
等
が
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
も
の
で
あ
り

二

公
職
の
候
補
者
等
が
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
も
の
で
あ
り

、
又
は
後
援
団
体
が
当
該
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

次
に
掲

、
又
は
後
援
団
体
が
当
該
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
数
。
た
だ
し
、
一
の
衆
議
院
小
選
挙
区

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
数
。
た
だ
し
、
一
の
衆
議
院
小
選
挙
区

選
出
議
員
の
選
挙
区
の
区
域
に
お
い
て
は
、
前
号
に
定
め
る
数
を
超
え
る
こ
と
が

選
出
議
員
の
選
挙
区
の
区
域
に
お
い
て
は
、
前
号
に
定
め
る
数
を
超
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

で
き
な
い
。

イ

当
該
選
挙
区
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
数
が
十

イ

当
該
選
挙
区
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
数
が
十

一
以
上
十
三
以
下
で
あ
る
場
合

公
職
の
候
補
者
等
に
あ
つ
て
は
二
十
二
、
後

二
又
は
十
三
で
あ
る
場
合

公
職
の
候
補
者
等
に
あ
つ
て
は
二
十
二
、
後
援
団

援
団
体
に
あ
つ
て
は
三
十
三

体
に
あ
つ
て
は
三
十
三

ロ

当
該
選
挙
区
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
数
が
十

ロ

当
該
選
挙
区
の
区
域
内
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
の
数
が
十

三
を
超
え
る
場
合

公
職
の
候
補
者
等
に
あ
つ
て
は
そ
の
十
三
を
超
え
る
数
が

三
を
超
え
る
場
合

公
職
の
候
補
者
等
に
あ
つ
て
は
そ
の
十
三
を
超
え
る
数
が

二
を
増
す
ご
と
に
二
を
二
十
二
に
加
え
た
数
、
後
援
団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
十

二
を
増
す
ご
と
に
二
を
二
十
二
に
加
え
た
数
、
後
援
団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
十

三
を
超
え
る
数
が
二
を
増
す
ご
と
に
三
を
三
十
三
に
加
え
た
数

三
を
超
え
る
数
が
二
を
増
す
ご
と
に
三
を
三
十
三
に
加
え
た
数



三
～
七

略

三
～
七

略

２
～
８

略

２
～
８

略


